
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年11月29日

【会社名】 カヤバ工業株式会社

【英訳名】 KAYABA INDUSTRY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員　　臼井　政夫

【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町二丁目４番１号　世界貿易センタービル

【電話番号】 03（3435）3511（代表）

【事務連絡者氏名】 経理本部財務部長　　國原　修

【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町二丁目４番１号　世界貿易センタービル

【電話番号】 03（3435）3541
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【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】 一般募集 16,656,000,000円

 オーバーアロットメントによる売出し 2,606,000,000円

 （注）１．募集金額は、発行価額の総額であり、平成25年11

月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の終値を基準として算出した見

込額であります。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額

にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価

額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集

における発行価格の総額は上記の金額とは異なり

ます。

２．売出金額は、売出価額の総額であり、平成25年11

月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の終値を基準として算出した見

込額であります。

【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式

について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金

融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取

引が行われる場合があります。

２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市

場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引

所であります。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 30,000,000株
完全議決権株式であり株主の権利に特に制限のない当社
における標準となる株式
単元株式数　1,000株

　（注）１．平成25年11月29日（金）開催の取締役会決議によります。

２．本募集（以下「一般募集」という。）にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の事務主幹事会社であ

るみずほ証券株式会社が当社株主から4,500,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバー

アロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　

１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３．一般募集とは別に、平成25年11月29日（金）開催の取締役会において、後記「募集又は売出しに関する特別記載

事項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のみずほ証券株式会社を割当先とする当社

普通株式4,500,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しておりま

す。

４．一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集

又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照下さい。

５．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

　平成25年12月９日（月）から平成25年12月11日（水）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）

に決定される発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額

（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の

総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集 30,000,000株 16,656,000,000 8,328,000,000

計（総発行株式） 30,000,000株 16,656,000,000 8,328,000,000

　（注）１．全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本

金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの

とします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額と

します。

４．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成25年11月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格（円）
発行価額
（円）

資本組入
額（円）

申込株
数単位

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定
(注)１.２.

発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
通取引の終値（当
日に終値のない場
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。

未定
(注)１.

２.

未定
(注)１.

1,000株
自　平成25年12月12日(木)
至　平成25年12月13日(金)

(注)３.

１株につ
き発行価
格と同一
の金額

平成25年12月18日(水)
(注)３.

　（注）１．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需

要状況を勘案した上で、平成25年12月９日（月）から平成25年12月11日（水）までの間のいずれかの日（発行価

格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受取る１株

当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新規発行株式の

発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決

定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入

額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オー

バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。

以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発

行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット

上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.kyb.co.jp）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。しかし

ながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載

内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。ま

た、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正

事項分が交付されます。

２．前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と

発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定す

る予定であります。

なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状

況の把握期間は、最長で平成25年12月６日（金）から平成25年12月11日（水）までを予定しておりますが、実際

の発行価格等の決定期間は、平成25年12月９日（月）から平成25年12月11日（水）までを予定しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成25年12月９日（月）の場合、申込期間は「自　平成25年12月10日（火）　至　平成

25年12月11日（水）」、払込期日は「平成25年12月16日（月）」

②　発行価格等決定日が平成25年12月10日（火）の場合、申込期間は「自　平成25年12月11日（水）　至　平成

25年12月12日（木）」、払込期日は「平成25年12月17日（火）」

③　発行価格等決定日が平成25年12月11日（水）の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、

となりますのでご注意下さい。
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４．一般募集の共同主幹事会社は、みずほ証券株式会社（単独ブックランナー※）及びＳＭＢＣ日興証券株式会社で

あります。

※当社普通株式を取得しうる投資家の需要状況等の把握及び配分を行う者をいいます。

５．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

６．申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

７．申込証拠金には、利息をつけません。

８．株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成25年12月９日（月）の場合、受渡期日は「平成25年12月17日（火）」

②　発行価格等決定日が平成25年12月10日（火）の場合、受渡期日は「平成25年12月18日（水）」

③　発行価格等決定日が平成25年12月11日（水）の場合、受渡期日は「平成25年12月19日（木）」

となりますのでご注意下さい。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座で

の振替えにより行われます。

 

（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営

業所で申込みの取扱いをいたします。

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　大手町営業部 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

　（注）　上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

 

３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 18,900,000株
１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金と

して、払込期日に払込取

扱場所へ発行価額と同額

を払込むことといたしま

す。

３．引受手数料は支払われま

せん。

ただし、一般募集におけ

る価額（発行価格）と発

行価額との差額は引受人

の手取金となります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会
社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 6,000,000株

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 3,600,000株

三菱ＵＦＪモルガン・ス
タンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 1,500,000株

計 － 30,000,000株 －
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４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

16,656,000,000 79,000,000 16,577,000,000

　（注）１．引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。ま

た、消費税等は含まれておりません。

２．払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成25年11月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額16,577,000,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の

手取概算額上限2,487,000,000円と合わせた手取概算額合計上限19,064,000,000円について、平成25年12月以降、

166億円を国内外子会社への投融資資金に、残額を平成26年３月期、平成27年３月期に当社の設備投資資金に充当す

る予定であります。

　投融資先の子会社の資金使途については、平成26年３月期、平成27年３月期、平成28年３月期において141億円を

ＡＣ事業（注１）、25億円をＨＣ事業（注２）の工場建設及び設備投資資金に充当する予定であります。

　なお、当社グループの設備投資計画については、本有価証券届出書提出日現在（ただし、投資予定金額の既支払

額、支払予定金額については平成25年９月30日現在）、以下のとおりとなっております。

会社名
事業所名

セグメン
トの名称

設備の内容

投資予定金額
（百万円）

支払予定金額
（百万円）

資金調達方法

着手及び完了予定日

完成後の能力

総額 既支払額
平成26年
３月期

平成27年
３月期

平成28年
３月期

着手 完了

KYB Mexico S.A.de 
C.V.

ＡＣ事業

建物、油圧ポンプ製造
設備、四輪緩衝器製造
設備

8,305 378 1,183 5,871 873

自己資金、当
社からの投融
資資金
（注５）

平成25年
２月

平成27年
２月

ＣＶＴ（注３）用
油圧ポンプ月産
100千台、
油圧緩衝器月産
200千本

KYB Manufacturing 
Czech s.r.o.

建物、四輪緩衝器製造
設備

3,926 114 775 1,432 1,605

自己資金、当
社からの投融
資資金
（注５）

平成24年
８月

平成27年
２月

四輪緩衝器月産
750千本
（375千本増）

KYB Motorcycle 
Suspension India 
Pvt.Ltd.

土地、建物、二輪緩衝
器製造設備

3,132 － 1,002 1,558 572

自己資金、当
社からの投融
資資金
（注５）

平成25年
10月

平成27年
10月

二輪緩衝器月産
135千本

PT KYB HYDRAULICS 
MANUFACTURING 
INDONESIA

ＨＣ事業

土地、建物、中型油圧
シリンダ製造設備

1,646 － 510 1,136 －

自己資金、当
社からの投融
資資金
（注５）

平成25年
８月

平成26年
９月

中型油圧シリンダ
月産３千本

KYB-CADAC㈱
油圧バルブ用鋳物製造
設備

2,390 1,296 233 576 285

自己資金、当
社からの投融
資資金
（注５）

平成24年
６月

平成26年
12月

油圧バルブ用鋳物
月産1,800ｔ
（1,200ｔ増）

当社北工場 ＡＣ事業
ＥＰＳ（注４）製造設
備

2,067 － 620 1,447 －
自己資金、増
資資金

平成25年
６月

平成26年
２月

月産27千台
（15千台増）

当社テストコース 共通
ＡＣ実験棟、電子技術
センタ実験棟

1,822 － 117 1,705 －
自己資金、増
資資金

平成25年
６月

平成26年
２月

－

　（注１）　ＡＣ（オートモーティブコンポーネンツ）事業は四輪車用油圧緩衝器、二輪車用油圧緩衝器、四輪車用油圧機器

とその他製品から構成されております。

　（注２）　ＨＣ（ハイドロリックコンポーネンツ）事業は産業用油圧機器、航空機用油圧機器、その他製品から構成されて

おります。

　（注３）　ＣＶＴとは無段変速機のことであります。

　（注４）　ＥＰＳとは電動パワーステアリングのことであります。

　（注５）　当社からの投融資資金については今回の増資資金より投融資を行います。
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第２【売出要項】
 

１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び
氏名又は名称

普通株式 4,500,000株 2,606,000,000
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
みずほ証券株式会社

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の事務主

幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から4,500,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであ

ります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況によ

り減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　

１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取

金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算

額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによ

る売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項

分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正

届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］

http://www.kyb.co.jp）（新聞等）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及

び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書

の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書

の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。

２．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．売出価額の総額は、平成25年11月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準

として算出した見込額であります。
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格
（円）

申込期間 申込単位
申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び氏名
又は名称

元引受契
約の内容

未定
(注)１．

自　平成25年
12月12日(木)
至　平成25年
12月13日(金)
(注)１．

1,000株
１株につき
売出価格と
同一の金額

みずほ証券株式会
社及びその委託販
売先金融商品取引
業者の本店並びに
全国各支店及び営
業所

－ －

　（注）１．売出価格及び申込期間については、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2）募集の条件」に

おいて決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。

２．申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３．申込証拠金には、利息をつけません。

４．株式の受渡期日は、平成25年12月19日（木）（※）であります。

※ただし、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2）募集の条件」における株式の受渡期日と

同日といたします。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座で

の振替えにより行われます。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

１　オーバーアロットメントによる売出し等について

　一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主か

ら4,500,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合がありま

す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、4,500,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数で

あり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社に上記当社株主から借入れた株式（以下

「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために、当社は平成25年11月29日（金）開催の取締役会にお

いて、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式4,500,000株の第三者割当増資（本件第三者割当増資）を、平成25

年12月25日（水）を払込期日として行うことを決議しております。（注）１．

　また、みずほ証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から

平成25年12月20日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。（注）２．）、借入れ株式の返還を目

的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株

式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカ

バー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間

内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売

出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

　さらに、みずほ証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うこと

があり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することがありま

す。

　オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し、

借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、みずほ証券株式会社は、当該オーバーアロットメントによ

る売出しからの手取金を原資として、本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定でありま

す。そのため本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第

三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場

合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、み

ずほ証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがってこの場合には、みずほ証

券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資におけ

る新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

（注）１．本件第三者割当増資の内容は以下のとおりであります。

(1）募集株式の種類及び数　　　　　　　　当社普通株式　4,500,000株
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(2）払込金額の決定方法　　　　　　　　　発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集におけ

る発行価額と同一とする。

(3）増加する資本金及び資本準備金の額　　増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ

れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円

未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記

の増加する資本金の額を減じた額とする。

(4）割当先　　　　　　　　　　　　　　　みずほ証券株式会社

(5）申込期間（申込期日）　　　　　　　　平成25年12月24日（火）

(6）払込期日　　　　　　　　　　　　　　平成25年12月25日（水）

(7）申込株数単位　　　　　　　　　　　　1,000株

２．シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が平成25年12月９日（月）の場合、「平成25年12月12日（木）から平成25年12月20日

（金）までの間」

②　発行価格等決定日が平成25年12月10日（火）の場合、「平成25年12月13日（金）から平成25年12月20日

（金）までの間」

③　発行価格等決定日が平成25年12月11日（水）の場合、「平成25年12月14日（土）から平成25年12月20日

（金）までの間」

となります。

 

２　ロックアップについて

　一般募集に関連して、当社はみずほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算し

て180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を

受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利又は義務を有する有価証券の発行等（ただし、一般募

集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行及び平成25年６月25日開催の当社定時株主総会において承認され

た「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」等に基づく新株式発行等を除く。）を行わない旨合意してお

ります。

　なお、上記の場合において、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部も

しくは全部につき解除できる権限を有しております。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項はありません。
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第４【その他の記載事項】
 

　特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴ を記載いたします。

 

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

　今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定され

た場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引

手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによ

る売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書

の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂

正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］

http://www.kyb.co.jp）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行

価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書

の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内

容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。

 

募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1）金融商品取引法施行令（以下「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、「有価証券の取引等の規制に関

する内閣府令」（以下「取引等規制府令」という。）第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は売出しについ

て、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証

券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(※１)）において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引

所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引システムにおける空売り(※２)又はその

委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空

売りに係る有価証券の借入れ(※３)の決済を行うことはできません。

(2）金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(※２)に係る有価証券の借入れ(※３)の決済を行う

ために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができ

ません。

 

※１　取引等規制府令第15条の５に定める期間は、平成25年11月30日から、発行価格及び売出価格を決定したことに

よる有価証券届出書の訂正届出書が平成25年12月９日から平成25年12月11日までの間のいずれかの日に提出さ

れ、公衆の縦覧に供された時までの間となります。

※２　取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）、投資法人債券等の空売り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

※３　取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含みま

す。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

 

（株価情報等）

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　平成22年11月29日から平成25年11月22日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式

売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。

 

　（注）１．・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

２．ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

 
ＰＥＲ（倍）＝

週末の終値

 １株当たり当期純利益

平成22年11月29日から平成23年３月31日については、平成22年３月期有価証券報告書の平成22年３月期の連結財

務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成23年４月１日から平成24年３月31日については、平成23年３月期有価証券報告書の平成23年３月期の連結財

務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成24年４月１日から平成25年３月31日については、平成24年３月期有価証券報告書の平成24年３月期の連結財

務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成25年４月１日から平成25年11月22日については、平成25年３月期有価証券報告書の平成25年３月期の連結財

務諸表の１株当たり当期純利益を使用。
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２【大量保有報告書等の提出状況】

　平成25年５月29日から平成25年11月22日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下のと

おりであります。

提出者（大量保有者）
の氏名又は名称

報告義務発生日 提出日 区分
保有株券等の
総数（株）

株券等保有割
合（％）

三井住友信託銀行株式会
社

平成25年５月31日 平成25年６月６日
変更報告書
（注）１.

12,907,000 5.79

三井住友トラスト・ア
セットマネジメント株式
会社

263,000 0.12

日興アセットマネジメン
ト株式会社

905,000 0.41

株式会社みずほ銀行
平成25年７月15日 平成25年７月22日

変更報告書
（注）２.

11,020,195 4.94

みずほ信託銀行株式会社 5,301,000 2.38

三井住友信託銀行株式会
社

平成25年８月15日 平成25年８月21日
変更報告書
（注）１.

15,982,000 7.17

三井住友トラスト・ア
セットマネジメント株式
会社

229,000 0.10

日興アセットマネジメン
ト株式会社

2,766,000 1.24

三井住友信託銀行株式会
社

平成25年10月31日 平成25年11月７日
変更報告書
（注）１.

13,730,000 6.16

三井住友トラスト・ア
セットマネジメント株式
会社

233,000 0.10

日興アセットマネジメン
ト株式会社

3,780,000 1.70

株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行

平成25年11月11日 平成25年11月18日
大量保有報告書

（注）３.

1,064,237 0.48

三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社

8,773,761 3.93

三菱ＵＦＪ投信株式会社 1,305,000 0.59

三菱ＵＦＪモルガン・ス
タンレー証券株式会社

331,462 0.15

　（注）１．三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント

株式会社は共同保有者とされております。

２．株式会社みずほ銀行及びみずほ信託銀行株式会社は共同保有者とされております。

３．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ投信株式会社及び三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券株式会社は共同保有者とされております。

４．上記大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場されている株式会社東京

証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】
 

第１【参照書類】
 

　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照する

こと。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第91期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）平成25年６月25日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第92期第１四半期（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）平成25年８月６日関東財務局長に提出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第92期第２四半期（自　平成25年７月１日　至　平成25年９月30日）平成25年11月８日関東財務局長に提出

 

４【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年11月29日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成25年６月26日に関東財

務局長に提出

 

第２【参照書類の補完情報】
 

　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された

「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成25年11月29日）までの

間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は当該有価証券報告書等の「事業等のリスク」を一括して記

載したものであります。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（平成

25年11月29日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

「事業等のリスク」

　当社グループの経営成績および財政状態のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主なリス

クには、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社および連結会社）が判断したもの

であります。

(1）経済環境に関するリスク

①　経済状況

　連結売上高の主要な製品は自動車、建設機械および産業車両メーカー等（以下、お客様といいます。）へ部品を供給

する組付用であります。お客様の海外生産拠点拡大に対応し、部品メーカーも同様に海外展開を加速しております。当

社グループも、北米、南米、欧州、東南アジアの各地域に生産拠点を有し、四輪車用ならびに二輪車用の油圧緩衝器、

四輪車用油圧機器を各地域の自動車メーカーに供給しております。また、中国でも四輪車用油圧緩衝器、二輪車用油圧

緩衝器、建設機械用油圧機器の生産を行っております。これらの海外生産拠点は、当該地域の経済情勢変化による需要

の変動とそれに伴うお客様の生産数に依存しており、当社グループの業績や財政状態に大きな影響があります。

②　為替相場と金利上昇

　当社グループは、海外売上高が46.9％と海外市場に大きく依存しているため日本からの輸出はもとより在外関係会社

の業績等も為替の影響を大きく受けます。

　また、日本および海外における将来の金利上昇は、業績に大きな影響を与える可能性があります。
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(2）事業活動に関するリスク

①　需要動向

　当社グループは、ＡＣ（オートモーティブコンポーネンツ）事業・ＨＣ（ハイドロリックコンポーネンツ）事業製品

に関しては、世界的な自動車生産台数や建設機械生産台数の影響を大きく受けます。金融危機以降の世界的な景気悪化

による自動車ならびに建設機械需要の減退はこの部門の収益性を大きく悪化させておりました。今後とも、景気対策効

果も含めた需要動向が業績に大きく影響する可能性があります。その他の製品に関しても、コンクリートミキサ車を主

力とする特装車両は、景気の先行きと相関の深い建設工事の増減に加え、自動車排ガス規制などの法的規制により需要

が大きく変動する可能性があります。

②　価格・品質

　価格に関しては、国内・海外市場共に熾烈な価格競争にさらされており、お客様からのコスト低減、価格引下げ要請

が常に存在します。品質に関しても、自動車では操縦安定性を支えるショックアブソーバや操舵力を補助するパワース

テアリング等の重要な部品を供給しており、建設機械・産業車両等では母機を駆動させるシリンダ、モータ等の主要な

機能部品を供給していることから、仮に当社グループが供給した製品に品質不良が発生した場合、その損害賠償をお客

様から求められる等で多額の費用が発生する可能性があります。補修市場向けの四輪車用ショックアブソーバについて

は、販売数量や価格に関して、その地域の経済状況や競合他社の影響を受けることが予想されます。

③　原材料・部品等の調達

　当社グループは、原材料、構成部品等を多数の取引先から購入しておりますが、調達する原材料等は国際商品市況の

影響を大きく受け、原材料等の価格上昇を当社の販売価格に十分に反映出来ない場合、あるいは、販売価格引下げを原

材料および構成部品価格に十分に反映出来ない場合、業績に大きな影響を与える可能性があります。

④　資金調達

　当社グループは、主に国内外の金融機関等より設備資金ならびに運転資金の借入を実施しております。金融市場の動

向には十分留意しておりますが、全般的な市況および景気の後退、金融収縮、当社グループの信用力の低下等の要因に

より、当社グループが望む条件で適時に資金調達できない可能性もあります。その結果、当社グループの財政状況や経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　経営状況の悪化

　海外展開をしております生産拠点が受注量の減少や採算悪化等により経営が破綻した場合には、当社グループの業績

に大きな影響を与える可能性があります。

⑥　取引先の信用リスク

　当社グループは、自動車ならびに建設機械メーカー各社をはじめ多くのお客様と取引を行っております。客先の予期

せぬ信用リスクにより、業績に影響を与える可能性があります。

 

(3）重要な訴訟等の発生によるリスク

　当社グループを相手とした訴訟がおこされ、当社の主張と相違する結果となった場合には、その請求内容等によって

は、当社グループの業績に多大の影響を及ぼす可能性があります。

 

(4）事故・災害等によるリスク

　当社グループの多くの工場では、油の特性を利用した油圧製品の生産を行っており、また有機溶剤を使用する塗装設

備、作動油・化学薬品等を貯蔵するタンク等があり、火災の発生や有害物質が流出する可能性があり、事故が発生した場

合は生産活動が一時的に停止する可能性があります。

　また、当社の国内の主要工場および取引先の多くが中部地区に所在しております。従って中部地区で大規模な地震やそ

の他の操業を中断する事象が発生した場合、当社グループの生産能力が著しく低下する可能性があります。

　さらに、海外の生産拠点での地震、火災等の災害や戦争、テロ等が起こった場合にも、当社グループの生産能力が著し

く低下する可能性があります。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
 

カヤバ工業株式会社　本店

（東京都港区浜松町二丁目４番１号　世界貿易センタービル）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第四部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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